
市内統一事項 （スマホなどの利用） 
携帯・スマホ・ゲーム機などの通信機器（以下、スマホな

どとする）は便利な反面、使い方によっては人に迷惑をかけ

ることがあります。 

以下のことを守って、気持ちのよい生活をしましょう。 
 

 その１  使用の時間帯          

  〇 午後１０時～翌朝６時までは、スマホなどの通信機器を  

    使用しません＜小学生は午後９時～翌朝７時まで＞ 

 

その２  ルールの設定 

〇 スマホなどは、学校や家庭のルールに基づいて使用します 

      ＜学校には持って行きません＞ ＜保護者と相談してルールを決めます＞ 

 

 その３  モラルの遵守          

  〇 公共のモラルを守り、電車やバスの中では通話をしません     

  〇 「ながら」利用をしません ＜自転車乗車中・歩行中・食事中 など＞  

 

その４  個人情報の保護  

〇 ＳＮＳに個人が特定される危険がある情報（名前、住所、 

   学校名、顔写真など）を投稿したり、他人の悪口や人を傷 

つける内容の書き込みをしたりしません 

〇 自分が言われたり、されたりして嫌だと思うことは絶対に書きません 

 

 その５  困ったときの相談 

  〇 なりすましや知らない人からのメッセージなどに注意します         

  〇 心配なことは保護者や大人に相談します                               
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